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　学校は公教育機関であるから、学校は

公教育目標を実現するために、専門的教

育機関として教育事業の実施にかかわる

経営方針と重点目標を明確にし、学校経

営計画を策定する必要がある。その際に

は法令、教育委員会の方針、子どもの実態、

保護者や住民のニーズを考慮する必要が

ある。

　学校経営とは、各学校が学校づくりの

ビジョンと戦略を設定し、それを実現す

るためにヒト、モノ、カネ、情報などの

経営資源を調達、運用して、組織を通し

てそれを実現しようとする計画的で、継

続的な行為である。

　学校経営の事項は、教育、人事、予算、

施設設備、組織、外部関係に関するもの

である。これらの事項を学校づくりの視

点から計画、実施運営、評価し、次の改

善行動につなげていくことが学校経営で

ある。

＊ PDCA ＝ P（Plan）・D（Do）・C（Check）・

A（Action）
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　各学校は中・長期の経営のビジョンと

戦略を設定し、それに基づいて経営計画

が策定される。そこには学校経営のビ

ジョン・戦略のほか、各年度の教育計画・

人事計画・財務計画などが記載されて

いる。学校経営計画に対してはその実

施状況を検証・評価することが不可欠

である。

　学校経営計画を構成する要素として

は、学校づくりのビジョンと戦略、総

合計画のほか、教育計画、人事計画、

財務計画、施設設備計画、組織計画、

外部計画などの個別計画がある。総合

計画と個別計画では、数値目標をあげ

るなど達成すべき目標を明確にして、

アカウンタビリティを確保する経営評

価を行う必要がある。

173



　小学校教育の目標は、学校教育法第 17

条および 18条に定められている。また、

小学校における各教科の目標などに関し

ては、学習指導要領に記載があり、たと

えば、国語に関しては、「国語を適切に表

現し正確に理解する能力を育成し、伝え

合う力を高めるとともに、思考力や想像

力及び言語感覚を養い、国語に対する関

心を深め国語を尊重する態度を育てる」、

算数では、「数量や図形についての算数的

活動を通して、基礎的な知識と技能を身

に付け、日常の事象について見通しをも

ち筋道を立てて考える能力を育てるとと

もに、活動の楽しさや数理的な処理のよ

さに気付き、進んで生活に生かそうとす

る態度を育てる」とされている。

　各学校は、国が法令や学習指導要領で

示す公教育目標に従って、教育と経営を

展開する必要がある。国が定める教育目

標は学校種別ごとに学校教育法で規定さ

れている。学習指導要領はそれを受けて

具体的な教育活動で達成する目標を示し

ている。たとえば小学校学習指導要領で

は、「各学校において、児童に生きる力を

はぐくむことを目指し、創意工夫を生か

し特色ある教育活動を展開する中で、自

ら学び自ら考える力の育成を図るととも

に、基礎的・基本的な内容の確実な定着

を図り、個性を生かす教育の充実に努め

なければならない」としている。

　学校教育目標は、子どもと学校の実態、

地域社会の要望などを考慮して設定され

る必要がある。学校教育目標として、あ

る学校は「自ら学び自ら考える力の育成」

をあげている。
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　中学校教育の目標は、学校教育法第

35 条および 36 条に定められている。

また、各教科の目標などに関しては、学

習指導要領に記載があり、たとえば、国

語に関しては、「 国語を適切に表現し正

確に理解する能力を育成し、伝え合う

力を高めるとともに、思考力や想像力

を養い言語感覚を豊かにし、国語に対

する認識を深め国語を尊重する態度を

育てる」、数学に関しては「数量、図形

などに関する基礎的な概念や原理・法

則の理解を深め、数学的な表現や処理

の仕方を習得し、事象を数理的に考察

する能力を高めるとともに、数学的活

動の楽しさ、数学的な見方や考え方の

よさを知り、それらを進んで活用する

態度を育てる」とされている。

　カリキュラム（教育課程）は各学校

が編成するものである。カリキュラム

経営とは、そのカリキュラムの開発、

編成、実施運営、評価、改善にかかわ

る行為である。自律的学校経営の構築

の必要からカリキュラム経営はこれま

で以上に重視されるようになった。

（総合的な学習の時間→Ⅳ－ 64～ 68）
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　これまで、職員会議に関しては、議決

機関、諮問機関、校長の補助機関等の議

論があったが、学校教育法施行規則の改

正で、職員会議は校長の補助機関とする

性格が明確化されたといえる。

　職員会議が校長の補助機関になること

で学校経営に参加する意識が薄れたり、

意見が出にくくなるなどの問題も考えら

れる。

　職員会議は、各学校に設置され、学校

の意思形成に教職員が参加する組織であ

る。その制度上の役割は、①校長の職務

執行を助ける、②学校の経営方針の共通

理解、③教職員間の情報交換・意思疎通

である。実際には学校の意思形成に教職

員が参加する組織として考えられている。

　職員会議については、これまで法令上

の根拠がなかった。２００３年に学校教

育法施行規則を改正して職員会議につい

て規定した。
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　校長は学校の責任者として各学校に

置かれる職である。校長がつかさどる

校務は、教育の実施運営、教職員、児

童生徒、学校の組織運営、施設・設備、

外部関係にかかわる事項を指す。校務

の執行のために教職員に校務を分掌さ

せるとともに、教職員を指導、監督す

ることが校長の職務である。

　学校の権限拡大に伴い、校長には学

校づくりのビジョンや戦略の設定力、

それを実現する経営力やリーダーシッ

プが求められる。
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　今日では、各学校が特色ある学校づく

りを進めることが目指され、学校の裁量

権限の拡大や地域住民の学校運営への参

画がはかられるとともに、スクールリー

ダーとしての校長の資質向上にも注目が

集まっている。学校の教育目標を達成す

るために、学校内外の環境の変化や諸条

件を読みとりながら、効果的・効率的な

教育活動を展開するために、経営理念に

基づき学校組織を動かす技術・手法、言っ

てみれば組織マネジメントの力量を身に

付けたスクール・リーダーの育成が今後

と課題となっているといえる。

（スクールリーダー→Ⅷ－ 29～ 31）

　今日では、各学校が特色ある学校づく

りを進めることが目指され、学校の裁量

権限の拡大や地域住民の学校運営への参

画がはかられるとともに、スクールリー

ダーとしての校長の資質向上にも注目が

集まっている。学校の教育目標を達成す

るために、学校内外の環境の変化や諸条

件を読みとりながら、効果的・効率的な

教育活動を展開するために、経営理念に

基づき学校組織を動かす技術・手法、言っ

てみれば組織マネジメントの力量を身に

付けたスクール・リーダーの育成が今後

と課題となっているといえる。

（スクールリーダー→Ⅷ－ 29～ 31）
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　校長の権限は、教育課程の編成、旅費、

設備費その他の事務経費の執行、非常

勤講師の人選と採用、教職員の人事に

関する意見具申、学校評議員の人選等

である。

（学校評議員→Ⅱ－ 20）

　従来の校長の資格要件 ( 学校教育法施

行規則第 8条 ) は次の通り。

●教諭の専修免許状又は一種免許状（高

等学校及び中等教育学校の校長にあっ

ては、専修免許状）

●五年以上「教育に関する職」の経験

があること

上記の両者を満たすことが必要であっ

た。

　この規定が改定され、新規定として、

教員免許状の所持を絶対条件からはず

し、教員免許状がなくても校長資格を

認めることとなった。新たに認められ

た校長の資格要件は、次の 2ケースで

ある。

　　●教育に関する職に十年以上あっ

たこと（第 8条第 2項）

　　●「学校の運営上特に必要がある

場合」には、前掲条件のほか、「第 8条各号に掲げる資格を有する者と同等の資質を有すると認める者を校長として任命し又は採用することができる」

（第 9条の 2）

「民間人校長」は、この後者のケースとして、任命権者の判断に基づいて登用されている 。
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　校長がつかさどる校務は、教育内容、

児童生徒、教職員、施設・設備、学校財務、

外部との関係、その他学校運営に関する

事項を内容としている。校務分掌とは、

校務を処理するため、職務の種類と責任

の範囲を定めて教職員に割り当て、分担

させたもの。これに基づき各学校は校務

分掌組織図を作成している。

　民間人校長は、2004 年 4月時点で 50

人を超えている。しかしながら、採用の

狙いと方法、研修には、地域ごとにかな

りの違いがみられる。研修は 1～ 3カ月

の自治体が多く、教育の世界に無縁であ

る場合が多く、学校の現状や法規などの

研修や、学校を訪問して校長らの話を聞

く実地研修を組み合わせている自治体が

多い。民間で培ってきた経営能力、リー

ダーシップ、柔軟な発想と企画力や民間

で培ったネットワーク等の活用が、民間

人校長採用のねらいであるが、それらの

能力を発揮するためにも効果的な研修機

会の整備が大きな課題となっている。

　なお 2005 年には民間人校長は 79 人

と増加傾向にあり、その他に教員免許状

を持たない校長が 13人いる。
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　校務分掌を組織として図示したもの

がこれである。校務分掌組織は、学校

ごとに異なるが、それほど大きな違い

はない。校務分掌図は、校務の処理過

程・システムを示した面と、意思形成・

決定の過程・システムを示した面をもっ

ている。また教職員の協働体系を示し

たものである。

　学校主任は１００年以上前から設置

されている学校の内部組織である。これ

に法令上根拠を与えたのが、１９７５

年の学校教育法施行規則の改正である。

その目的は、指導と管理を調和させた

学校運営を行うことにある。主任の職

務は、校長の命を受け、①当該部門の

企画立案、②連絡・調整、③指導・助

言を行うことにある。
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　学校評価は、各学校が学期や学年の終

わりにその期間の教育と経営の自己点検・

評価を行い、次の学期や年度に向けて改

善を図ることを目的とするもの。開かれ

た学校づくり、学校の経営責任の明確化

の観点から学校評価が学校設置基準で規

定された（２００２年）。そこには学校運

営の自己点検・評価の結果を保護者等へ

の公表、情報の積極的提供が規定され、

それによって学校の説明責任を明確にす

るもの。

　これまでの学校評価の目的は教育活動

の改善、学校の活性化にあった。今後は

これに加えて学校の活動状況に対する保

護者等への説明責任として行われるよう

になった。

　文部次官通達「学校教育法施行規則の

一部を改正する省令の施行について」（文

初地第 136 号、1976〈昭和 51〉年 1月

13日）に見られる各主任の職務はつぎの

ようになっている。

○教務主任「教務主任は校長の監督を受

け、当該学校の教育計画の立案・実施、

時間割の総合調整、教科書、教材の取扱

い等教務に関する事項について教職員間

の連絡調整に当たるとともに、関係職員

に対する指導、助言に当たるものである

こと」

○学年主任「校長の監督を受け、学年の

経営方針の設定、学年行事の計画・実施

等当該学年の教育活動に関する事項につ

いて、当該学年の学級担任及び他の学年

主任、教務主任、生徒指導主事等との連

絡調整に当たるとともに、当該学年の学

級担任に対する指導・助言に当たるもの

であること」
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　文部科学省の調査によれば、自己

評価を実施した公立学校は 38,289

校（88.4％）、外部評価（保護者や地

域住民等による評価）を実施した公

立学校は 19,173 校（44.3％）となっ

ている。学校種毎の実施率について

は、自己評価は、幼稚園 61.8％、小学

校 95.6％、中学校 94.8％、高等学校

69.6％であり、外部評価については、

幼稚園 15.9％、小学校 50.6％、中学

校 48.4％、高等学校 37.8％となってい

る。（http://www.mext.go.jp/b_menu/

houdou/16/01/04011602.htm）

　自己評価の評価項目としては、学校

経営、学年・学級経営、授業研究・改善、

校内研修・研究、学校行事、生徒指導

が 9 割を超えている。（http://www.

mext.go.jp/b_menu/houdou/16/01/04

011602/003.htm）
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　勤務評定の概要、

○勤務評定の種類：定期評定、条件評定

（対象は条件付採用職員）、臨時評定（教

育委員会が必要と判断した職員に随時実

施）○勤務評定の形態：①自治体レベル

では、評定者が教育長、被評定者が校長、

②学校レベルでは、評定者が校長、被評

定者が教諭・事務職員等、③相対評価す

る調整者は教育長○勤務評定の内容：Ａ

勤務成績（①職務内容：学校経営、学習

指導、生活指導、評価、研究修養、校務

処理、②特性・能力：教育愛、指導力、

誠実、責任感、公正、寛容・協力、品位、

③勤務状況）、Ｂ適性・性格、Ｃ特記事項、

Ｄ総評（絶対評価欄と、校内職員のなか

での相対評価欄）

　外部評価の項目については、学校経営

を除いた項目（学年・学級経営、授業研

究・改善、校内研修・研究、学校行事、

生徒指導）が、約 7 割程度実施されて

い る。（http://www.mext.go.jp/b_menu/

houdou/16/01/04011602/003.htm）

（学校外部評価委員会→Ⅱ－ 54）
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　勤務評定は、一部の自治体では人事

異動や給料に反映されないなど形骸化

が問題とされてきた。そのような中で、

一部の自治体では新たな教員評価制度

の模索が始まっている。とりわけ東京

都では、1999（平成 11）年 12 月に学

校管理運営規則が改正され、翌 2000（平

成 12）年から新しい教員人事考課制度

が実施されている。

　新しい人事考課制度のもとで教育職

員は、校長の示す教育方針を踏まえて

自らの目標を設定し、その目標の達成

度を自己評価して提出する（自己申告）。

また教頭（第 1次評価者）および校長（第

2次評価者）が職員の職務の実績を絶対

評価の形式で把握し、当該職員の指導

育成に生かすこと。さらに、教育長が

相対評価を行って昇任や昇給に反映さ

せること（実績評価）となっている。

　東京都の学校管理運営規則によれば、

第二条　人事考課は、自己申告及び業

績評価とする。

　2 自己申告は、職員が校長の定める学

校経営方針を踏まえて自ら職務上の目

標を設定し、その目標についての達成

状況について自己評価するものとする。

　3 業績評価は、職員の職務遂行上の能

力及び情意並びに職務の実績（以下「業

績」という。）をこの規則に定めるとこ

ろにより公正かつ確実に評価し、公式

に記録するものとする。 

第三条　　人事考課は、すべての職員

について実施する。ただし、東京都教

育委員会教育長（以下「都教育長」と

いう。）の指定するものを除く。 

第四条　自己申告は、毎年度、四月一日、

十月一日、三月三十一日を基準日とし

て、自己申告書に基づき、これを実施する。

　2 校長又は教頭（職員の所属する学校の校長又は教頭（副校長を含む。）をいう。以下同じ。）は、職員に対して、自己申告書を提出させるものとする。

　3 校長又は教頭は、職員に対して、自己申告について適切な指導及び助言を行うものとする。

　4 区市町村教育委員会教育長（以下「教育長」という。）及び都教育長は、自己申告書を、職員の能力、適性、異動希望その他の人事情報を的確に把握し、

職員の育成、異動その他の人事管理を行うための基礎資料とする。

　5 自己申告書は、都教育長が別に定める様式によるものとする。 

（業績評価の種類） 第五条 業績評価の種類は、定期評価及び特別評価とする。
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　文部科学省は、学校を発生場所とする

犯罪の件数の増加を受けて、「校安全緊急

アピール－子どもの安全を守るために」

（平成 16年 1月 20 日 ) を発表している。

そこでは、「学校安全に関する具体的な留

意事項等」として次の諸点が挙げられて

いる。【学校による具体的取組についての

留意点】

　・実効ある学校マニュアルの策定   

　・学校安全に関する校内体制の整備・

教職員の危機管理意識の向上 

　・校門等の適切な管理・防犯関連設備

の実効性ある運用 

　・子どもの防犯教育の充実・日常的な

取組体制の明確化 

【設置者による具体的取組についての留意

点】

   ・設置する学校の安全点検の日常化   

　・教職員に対する研修の実施【地域社

会に協力願いたいこと】

   ・学校安全の取組に御協力いただける方

の組織化を

　・不審者情報等を地域で共有できるネットワークの構築を

　・「子ども 110 番の家」の取組への一層の御協力を

　・安全・安心な「子どもの居場所づくり」を【地域の関係機関・団体に協力願いたいこと】

   ・学校との一層の連携が提言されている。（http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/16/01/04012002/001.htm）

　児童生徒や学校に関する危機は、地震

や台風など天災によるものや、学校教育

活動または運営に伴って発生するもの等

多様に存在する。その中で、児童生徒の

安全を確保し、安心して通える学校をつ

くり出すことは、学校の責任であるとい

える。そのためには、様々な危機を想定し、

対応を協議し、安全管理についての研修

の機会をもつことなどによって、意識や

対応力を高めておくことが肝要である。
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①通用口（2003 年 12 月）、②監視カメ

ラ（2005 年 3月）、③消火栓・非常口、

④警備会社、⑤避難訓練（2004 年 9月）

（避難訓練→Ⅸ－ 12）
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　学校選択制は、保護者の学校選択意思

を尊重して導入されたものである。学校

が選択されることになると各学校は一層

の努力をすることで特色ある教育を推進

することになる。学校は自己点検・評価

を積極的に行い学校改善を図り、保護者

の信頼を高めることに努力することにな

る。

　他方、学校選択制は学校間の格差、学

校と地域との乖離、公教育の弱体化をも

たらすなどの問題が指摘されている。学

校選択をしている公立小・中学校は約１

割。

　学校選択制度は、臨時教育審議会第

３次答申（1987）、行政改革委員会「規

制緩和の推進に関する意見（第 2 次）」

（1996）などで提言されてきた。文部省

は、1997 年に、公立小学校・中学校の

通学区域制度の弾力的運用について各都

道府県教育委員会教育長に通知し、市町

村教育委員会への周知徹底を要請してい

る。また同年、「事例集」を出している。

　そこでは、①各市町村教育委員会にお

いて、地域の実情に即し、保護者の意向

に十分配慮した多様な工夫を行うこと、

②学校指定の変更、区域外就学について、

市町村教育委員会において地理的な理由

や身体的な理由、いじめの対応を理由と

する場合のほか、児童・生徒等の具体的

な事情に即して相当と認めるときは、保

護者の申立てにより、これを認めること

ができること、③学校指定の変更や区域

外就学等に関する情報の周知、および相談体制の整備等を図ること、を求めている。

188



　いい学校とはどういう学校かと問わ

れれば、子どもの学力、教師の指導力、

校長等の経営力が高いほか、安全であ

る、スクールアイデンティティがある

などの答えが跳ね返ってくる。学校力

とはこれらの要素の総和である。自律

的学校経営の構築、学校評価の制度化、

学校選択制の導入は学校力をより高め

ることを学校経営の課題とした。

　学校力は、学力、指導力、経営力、安全・

危機管理、スクールアイデンティティ

から構成されると考えられる。しかし

各学校の状況によって要素の重視の仕

方が違うことはある。

　また学校ごとに学校力の構成要素は

異なってもいいから比較することは難

しい。学校力を通して学校を見ること

は学校の個性・特色、そして強さを知

ることができる。
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　１９９８年の中央教育審議会答申「今

後の地方教育行政の在り方について」は、

日本の学校経営の基調を大きく変えるも

のとなった。その方向は学校の自主性・

自律性の確立である。それまでの学校経

営の基調は、教育の集権化のもと、学校

の権限縮小、行政主導の学校経営、校内

管理体制の確立であった。これを学校の

裁量権限の拡大、参加型学校経営の実現

など、学校経営の基調を転換させる政策

に変化した。

　これまで国が主導し、教育委員会がそ

れをサポートしてきた学校経営のスタイ

ルに対して、自律的学校経営の構築を実

現する方向に進展している。
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